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ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助

成
︵
以
下
⃝親
︶
は
︑
高
齢
者
の

医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施

行
令
に
準
拠
し
て
自
己
負
担
上

限
額
を
設
定
し
て
い
ま
す
︒
こ

の
た
め
︑
同
法
施
行
令
の
改
正

に
伴
い
︑
⃝親
の
自
己
負
担
上
限

が
下
表
の
と
お
り
に
変
わ
り
ま

す
※
医
療
証
の
更
新
は
あ
り
ま

せ
ん
︒
現
在
お
持
ち
の
医
療
証

は
有
効
期
間
満
了
ま
で
︑
そ
の

ま
ま
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
︒

▢問
子
育
て
支
援
課
給
付
係
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印
鑑
登
録
証
明
書
を
区
役
所
・
出

張
所
の
窓
口
で
取
得
す
る
際
は
︑
印

鑑
登
録
証
︵
印
鑑
登
録
時
に
お
渡
し

し
た
﹁
印
鑑
登
録
証
﹂
と
記
載
さ
れ

た
カ
ー
ド
︶
を
お
持
ち
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
︒
印
鑑
登
録
証
を
紛

失
さ
れ
た
場
合
︑
印
鑑
登
録
証
の
亡

失
届
出
を
し
た
う
え
で
︑
再
登
録
と

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

﹇
印
鑑
登
録
の
方
法
﹈登
録
す
る
印
鑑

を
持
参
し
︑
区
役
所
︑
豊
洲
特
別
出

張
所
・
各
出
張
所
窓
口
で
申
請

※
有
効
期
限
内
の
官
公
署
発
行
の
顔

写
真
付
身
分
証
明
書
︵
運
転
免
許
証
︑

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
︶
を
お
持

ち
の
方
や
都
内
で
印
鑑
登
録
を
し
て

い
る
方
を
保
証
人
と
し
て
申
請
す
る

方
︵
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の
を
事
前

に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
︶
は
即
日
登

録
可
︒
そ
れ
以
外
の
身
分
証
明
書
等

持
参
時
や
代
理
人
に
よ
る
手
続
き
時

︵
委
任
状
必
要
︶に
は
︑
郵
送
に
よ
る

本
人
確
認
が
必
要
な
た
め
︑
印
鑑
登

録
証
の
交
付
に
は
数
日
か
か
り
ま
す
︒

﹇
印
鑑
登
録
証
に
関
す
る
問
合
先
﹈

区
民
課
住
民
記
録
係
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証
明
書
の
取
得
に
は

コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
便
利

区
窓
口
以
外
で
の
証
明
書
取
得
方

法
と
し
て
︑
写
真
付
の
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
︑
全
国

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
平
成

年
度
現
況
届
を
次
の

30

と
お
り
受
け
付
け
ま
す
︒
対
象
と
な

る
方
に
は
�
月
初
旬
に
現
況
届
を
送

付
し
ま
す
の
で
︑
内
容
を
確
認
の
う

え
︑
必
要
事
項
を
記
入
し
︑
受
付
期

間
・
提
出
期
限
内
に
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
※
現
況
届
の
提
出
が
な
い

と
︑

月
期
︵
�
月
～

月
分
︶
以

12

11

降
の
手
当
を
受
給
で
き
な
く
な
り
ま

す
︒ま

た
︑
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
か
ら


年
目
以
降
の
方
は
︑
一
部

支
給
停
止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
と

の
コ
ン
ビ
ニ
店
舗
等
の
マ
ル
チ
コ
ピ

ー
機
で
午
前
�
時
半
か
ら
午
後

時
11

ま
で
証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ

ス
が
利
用
で
き
ま
す
︒
窓
口
よ
り
手

数
料
が
�
�
�
円
お
得
な
コ
ン
ビ
ニ

交
付
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
︒

▢問
区
民
課
証
明
係
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各
種
証
明
書
類
の
提
出
も
必
要
で
す
︒

対
象
の
方
に
は
�
月
下
旬
に
簡
易
書

留
郵
便
で
送
付
し
て
い
ま
す
︒
こ
ち

ら
も
内
容
を
ご
確
認
の
う
え
︑
必
要

事
項
を
記
入
し
︑
現
況
届
と
一
緒
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
︒
一
部
支
給
停

止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
の
提
出
が

な
い
と
︑

月
期
以
降
の
手
当
額
が

12


分
の
�
に
減
額
さ
れ
ま
す
︒

児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
を
現
在
受
給
中
の

方
は
︑
受
付
期
間
中
に
区
役
所
で
現

況
届
の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
︒

郵
送
で
の
提
出
は
で
き
ま
せ
ん
︒
受

付
期
間
中
に
お
越
し
に
な
れ
な
い
場

合
は
︑
�
月

日
︵
金
︶
ま
で
に
子

31

育
て
支
援
課
給
付
係
︵
区
役
所
�
階

番
︶
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
︒

14
な
お
︑
窓
口
は
大
変
混
み
合
う
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
︒
お
時
間
に
余

裕
を
も
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
︒

ま
た
︑
受
付
期
間
中
は
区
役
所
�

階
第

会
議
室
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の

72

職
員
に
よ
る
就
職
相
談
窓
口
を
設
け

広
島
市
と
長
崎
市
で
は
︑
原
爆
死

没
者
の
め
い
福
と
世
界
恒
久
平
和
を

願
い
︑
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
時
刻
に

�
分
間
の
黙
と
う
を
捧
げ
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
︒

こ
の
趣
旨
を
ご
理
解
の
う
え
︑
家

庭
や
職
場
お
よ
び
地
域
で
も
黙
と
う

を
お
願
い
し
ま
す
︒

﹇
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
日
時
﹈

○
広
島
＝
昭
和

年
�
月
�
日

20

午
前
�
時

分
15

○
長
崎
＝
昭
和

年
�
月
�
日

20

午
前

時

分

11

▢問
総
務
課
総
務
係
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て
い
ま
す
︒
詳
細
は
現
況
届
に
同
封

さ
れ
た
通
知
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

﹇
受
付
期
間
﹈
�
月

日
︵
金
︶
～

10

17

日
︵
金
︶
午
前
�
時
～
午
後
�
時
※

土
・
日
曜
︑
祝
日
を
除
く

▢場
区
役
所
�
階
第

会
議
室
※

72

12

日
︵
日
︶
は
区
役
所
�
階

番
窓
口

14

で
受
付
し
て
い
ま
す
︒

﹇
持
参
す
る
も
の
﹈①
児
童
扶
養
手
当

現
況
届
②
証
書
③
印
鑑
④
養
育
費
に

関
す
る
申
告
書
⑤
一
部
支
給
停
止
適

用
除
外
事
由
届
出
書
と
該
当
す
る
証

明
書
類
⑥
そ
の
他
︑
同
封
の
お
知
ら

せ
で
指
定
し
た
も
の
※
⑤
⑥
は
対
象

の
方
の
み

特
別
児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
所
得
状
況

届
︵
現
況
届
︶
は
︑
郵
送
で
提
出
で

き
ま
す
︒
提
出
書
類
は
︑
各
受
給
者

あ
て
に
お
送
り
す
る
お
知
ら
せ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
︒

﹇
提
出
期
限
﹈
�
月

日
︵
金
︶
必
着

31

▢問
子
育
て
支
援
課
給
付
係
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�
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原
爆
死
没
者
の

無
縁
遺
骨
名
簿
の
閲
覧

ま
だ
引
き
取
ら
れ
て
い
な
い
原
爆

死
没
者
の
遺
骨
の
う
ち
︑
氏
名
に
手

が
か
り
の
あ
る
遺
骨
の
名
簿
が
︑
広

島
・
長
崎
両
市
か
ら
届
い
て
い
ま
す
︒

心
当
た
り
の
あ
る
方
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢問
広
報
広
聴
課
広
聴
相
談
係
︵
区

役
所

階

番
︶

22☎
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�
�
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(
�
�
�
�
)
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�
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協
働
事
業
提
案
制
度
は
︑
市
民
活

動
団
体
等
か
ら
︑
柔
軟
な
発
想
や
専

門
性
を
生
か
し
た
協
働
事
業
提
案
を

募
集
し
︑
専
門
家
や
公
募
区
民
の
方

を
含
む
﹁
江
東
区
区
民
協
働
推
進
会

議
﹂
で
審
査
を
行
い
︑
採
択
さ
れ
た

事
業
を
提
案
団
体
と
区
が
協
働
で
実

施
す
る
も
の
で
す
︒

提
出
さ
れ
た
事
業
提
案
の
う
ち
︑

書
類
審
査
︵
一
次
審
査
︶
を
通
過
し

た

件
に
つ
い
て
︑
公
開
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
︵
二
次
審
査
︶
を
実
施

し
ま
す
︒
提
案
団
体
に
よ
る
事
業
説

明
と
審
査
員
︵
江
東
区
区
民
協
働
推

進
会
議
委
員
︶
に
よ
る
質
疑
応
答
を

公
開
し
ま
す
の
で
︑
ぜ
ひ
傍
聴
に
お

越
し
く
だ
さ
い
︒

※
提
案
事
業
の
概
要
や
当
日
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
は
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
︒

※
審
査
会
は
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

終
了
後
に
非
公
開
で
行
う
た
め
︑
採

択
事
業
は
後
日
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
︒

▢時
�
月

日
︵
水
︶
午
後

時
半

29

～
︵
お
お
む
ね
�
時
間
半
程
度
の
予

定
︶
▢場
江
東
区
文
化
セ
ン
タ
ー
�

階
第
�
・

会
議
室
︵
東
陽
�
︱

11

︱

�
︶
▢人
協
働
事
業
や
市
民
活
動

に
関
心
の
あ
る
区
民
の
方
や
区
内
で

活
動
す
る
市
民
活
動
団
体
の
方

人
20

程
度
︵
先
着
順
︶

▢保
�
歳
�
か
月
以
上
の
未
就
学
児

人
︵
申
込
順
︑
�
月
�
日
︵
月
︶
～

10�
日
︵
水
︶
に
電
話
で
※
定
員
に
な

り
し
だ
い
終
了
※
申
込
が
�
人
未
満

の
と
き
は
︑
実
施
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
︶

▢申
当
日
直
接
会
場
へ

▢問
地
域
振
興
課
区
民
協
働
推
進
担

当

☎
(
�
�
�
�
)
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℻

(
�
�
�
�
)
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�
�
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御船橋架替工事に伴う車両通行止め
8／20(月)〜平成32年12月末(予定)

地震への安全性向上等を図るため、老朽化した現在の橋

を新しい橋に架け替えることになりました。そのため、約

2年半車両の通行止め規制を行います。

なお、歩行者や自転車については仮人道橋を設置します

ので、現地の案内に従って注意してご通行ください。

工事期間中は安全対策に万全を期していきますので、皆

さんのご理解とご協力

をお願いします。

[交通規制期間]
8／20(月)〜平成32年12

月末(予定)※天候等の

理由により、期間を変

更する場合があります。

▢問 道路課橋梁係☎

3647 - 9684、℻ 3647 -

8454

14,000円／月
(ただし一人あたりの年間
上限(※1)は144,000円)

※1 年間上限の期間は毎年8／1から翌年7／31まで
※2 個人の外来と入院の自己負担額の合算額または世帯全体の自

己負担額の合算額が57,600円となった月数が、当該療養のあ
った月以前の12か月以内で3回以上あった場合、4回目以降は
｢多数回｣に該当

8月診療分以降

入院等
1割

7月診療分まで

自己負担なし(変更なし)
住民税非課税
世帯

通院
1割

住民税課税
世帯

負担
割合

44,400円

12,000円

自己負担上限額

57,600円／月
(多数回(※2)は44,400円／
月)




